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 厚 労 省  「改善基準告示 改正」を公表 
 

 厚労省は12月23日、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告

示）を令和４年12月23日に改正し、令和６年４月１日からの適用となると公表しま

した。 

改善基準告示については、令和元年12月19日に第１回の専門委員会が開催され、

令和４年９月27日の第９回の専門委員会で「見直しの方向性」が取りまとめられ

て、今回の改正になりました。令和３年４月23日の第５回専門委員会において、バ

ス、ハイヤー・タクシー、トラックの３つの作業部会を設置。実態調査結果を踏ま

えて、改善基準告示見直しの議論を進めていったことから、結果として取りまとめ

の改正まで３年間もかかりました。事業者の抵抗が強く、議論が進まないこともあ

り、関係者の過労死防止や健康問題の是正にむけた姿勢がきちんと反映されたか疑

問となる部分も多い改正となったといえます。施行は令和６年４月で、見直しに向

けた検討は、適用後３年を目途にしています。 

改善基準告示を最低賃金法のように強制法規にしない限り、態勢がとれるまで

改善できないと事業者は努力義務を後回しにすることが想定されます。交通運輸

事業の場合、長時間労働が解消されずに事故が発生すれば、多くの犠牲者が出る

可能性があります。当分の間、改善されていかないことが推測されますが、自交

総連は、早期の再改正を求めていきます。 

また厚労省は、「荷主特別対策チーム」を編成し、事業者が改正を強行に反対し

たトラックについて、荷主の意向に逆らえないとの委員会での主張を受け、「都道

府県労働局においてトラック運転者の方の長時間労働の是正のため、発着荷主等に

対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向け

た働きかけを行うことを目的とした『荷主特別対策チーム』を編成しました」とあ

わせて公表しました。 ※適用は令和６年４月１日。 

令和６年４月までの間に、事業者が休息期間確保と労働条件改善による運転者確

保など、適用に向けて行う取り組みの進捗を厚労省が監督指導することを求めてい

くことが重要です。 

 

資料は厚生労働省のホームページ参照 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/g

yosyu/roudoujouken05/index.html 
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